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主催：働くもののいのちと健康を守る岡山県センター、岡山市北区春日町 5－6 岡山県労働組合会議内 ℡086-221－0133 

 安倍政権が強行した「安保法制（戦争法）」は、憲法 9 条違反の違憲の法律です。それは、憲法の枠

の中で政治を行うという憲法の定めを壊す立憲主義の破壊です。また、選挙での公約もなく、多数の国

民が採決の反対を表明しているにもかかわらず、国会の数の多数で強行する民主主義の否定であり、決

して許すことはできません。戦争ほど、働くものの命と健康を脅かす行為はありません。日本を「殺し

殺される国」にしないために、安保法制の廃止を求める国民的運動に結集して頑張りましょう。 

さて、２０１５年１２月から職場での「ストレスチェック」が義務付けられました。職場のメンタル

ヘルスについて、蓄積を積んできた林精神医学研究所の岡山ＥＡＰカウンセリングルームの臨床心理士

谷原さんにこの制度の内容と活用などについて講演をしていただきます。 

その後県センターの総会を開きます。是非ご参加ください。 

谷原弘之氏 臨床心理士:岡山 EAP カウンセリングルーム 


